
 

 

    平成３０年度第１回宇治市国民健康保険運営協議会議事録（要旨） 

平成３０年１１月２２日（木） １４：００～１６：００ 

宇治市役所 ８階 大会議室 

 

 

（出席）小永井会長、久保副会長、浅江委員、山本委員、安井委員、鈴木委員、新谷委員、

井上委員、小川委員、野村委員、伊藤委員 

    藤田部長、大下副部長、柏木課長、三品副課長、中村主幹、藤本係長、 

     

 

（欠席）須山委員、齋藤委員、門阪委員、森田委員、中村委員、大町委員、北村委員、 

山田委員 

 

１．開会 

 

大下副部長）本日は皆様ご多忙のところ、ご出席をいただきましてまことにありがとうござい

ます。ただ今より「平成３０年度第１回宇治市国民健康保険運営協議会」を開催させていた

だきます。 

本日の議事に至りますまでの間、会議の進行を務めさせていただきます健康長寿部副部長

の大下と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

      なお、本日の会議につきましては、「宇治市国民健康保険運営協議会の会議の公開に関する

要項」に基づきまして公開の取り扱いとしておりますので、最初に皆様にご報告申し上げます。 

続きまして、会議の成立と配布資料の確認をさせていただきます。本日、１９名中１１名の

委員がご出席されておりますので、「宇治市国民健康保険運営協議会」第５条第２項の規定に

より、会議は成立いたしております。 

また、本日ご欠席の委員につきましては、須山委員、齋藤委員、門阪委員、森田委員、中村

委員、大町委員、北村委員、山田委員でございます。 

なお、事務局におきましては、本年４月の定期人事異動によりまして、２名が変更となって

いるところでございまして、本日は欠席させていただいておりますけども、国保料収納係長の

高橋および国保管理係主任の大石が新たに加わっておりますことをこの場でご報告をさせて

いただきます。 

続きまして、お手元の資料の方の確認をさせていただきます。 

まず始めに「平成３０年度第１回宇治市国民健康保健運営協議会」、の会議次第でございます。 

こちらの下の方に配布資料がございます。続きまして右肩に資料１とございます「宇治市国

民健康保険運営協議会委員名簿」続きまして、右肩資料２でございますが、「平成２９年度国民



 

 

健康保険事業特別会計決算について」、続きまして、参考資料と致しまして、「宇治市における

データヘルスの取り組みについて」、続きまして、「平成３０年度第１回宇治市国民健康保険運

営協議会の席次」ならびに、「平成３０年度宇治市国民健康保険運営協議会開催日時（予定）」

とになっております。資料の方は以上でございますけども、過不足等ございませんでしょうか。 

それでは早速進めさせていただきます。それでは、小永井会長よりご挨拶を頂戴したいと存

じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．会長挨拶 

 

会長）どうも皆さんこんにちは。 

このたびは、３０年度の国民健康保険の特別会計について第１回目の開催ということで今か

ら始めさせていただきます。今回は、国民健康保険事業についての色んな形での勉強会といい

ますか、そういった内容が主な趣旨となろうかと思いますので、今日一日頑張ってまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

また、今日はそういった内容ですけれども、来年度の国民健康保険運営については順次進め

ていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．議事 

（１）会議録署名人の選出について 

 

大下副部長） ありがとうございました。それでは、次第の３、議事に入らせていただきます。 

この後の議事の進行につきましては、小永井会長に引き継ぎをさせていただきたいと存じま

す。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会長）それでは、本日の次第に沿いまして進めさせていただきます。まず、会議録署名人の選

出について、事務局から説明をお願いします。 

 

柏木課長）はい。会議録の署名人につきまして、毎年被保険者代表１名、公益代表１名の計２

名の方にお願いをしております。今回ですが、被保険者代表の浅江委員、公益代表の小川委

員にお願いしたく存じます。 

 

会長）よろしいですかでは、よろしくお願いします。 

 それでは会議録の署名人については、被保険者代表の浅江委員、公益代表の小川委員にお願

いをさせていただきたいと思います。 

 

柏木課長）ありがとうございます。 



 

 

 

（２）平成２９年度国民健康保険事業特別会計決算について 

 

会長）どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、資料２について事務局の方から説明をお願いしたいと思います。 

 

 

三品副課長）はい、失礼いたします。 

お手元にございます、資料２「平成２９年度国民健康保険事業特別会計決算について」

という資料に基づきまして、私の方からご説明させていただきます。 

        まず、資料をご覧いただきまして 1ページ目、「平成２９年度国民健康保険事業特別会計

決算の概要」をご説明させていただきます。 

         まず歳入につきましては、歳入合計、こちらの方が２３，３８７百万円で、前年度に比

べまして２３２百万円の減という形になってございます。 

         次に歳出合計、２２，５８８百万となっておりまして、昨年度からは、２００百万円減で、

歳入歳出ともに減になってございます。 

こちらの方で、この１ページ目の下の方を見ていただきますと、収支差引７９９百万円

の差引きが出たということでこちらの方を次年度の平成３０年度へ繰り越すという形にな

ってございます。 

こちらの方の、ページで網掛けをしている項目ですけれども、今回平成３０年度につき

ましては大きな制度改革がありましたけれども、平成２９年度はまだ旧制度のままという

形になってございます。 

新制度になりますと、この網掛け部分はこの１ページ目の一番下の方の※印であります

とおり、制度改革後は、京都府にて調整を実施されるものでございます。平成３０年度に

はこの項目はのちほど少し表の方を見ていただきますけれども無くなっていくものでござ

いまして、まだ、平成２９年度ではこちらの方が残っている状況でございますので網掛け

にしているところでございます。 

 続きまして、２ページの方はそれぞれの主要な項目を解説しているものでございます。

３ページ目４ページ目を開いていただきます。 

 こちらの方が、先ほどご説明しました決算の概要をもう少し細かく表にしたものでござ

います。３ページ目が歳入、それから、４ページ目が歳出となっております。一番左が、

平成２８年度決算、それから、真ん中が平成２９年度決算、それから右側が平成３０年度

の当初予算の比較をしているものでございます。 

 今、説明をさせていただいております、平成３０年度の決算につきましては、それぞれ

当初予算から去年の１月に前回の運営協議会でご説明させていただきました決算見込、そ

れに対応した今回の決算で平成２９年度の比較をしているものでございます。 



 

 

これでいきますと、決算のところで見ていただきましたら、先ほども説明させていただき

ましたとおり、３ページ目の決算の一番下のところ、歳入合計が２３，３８６，８６７千

円という形と歳出の方が４ページ目の決算の一番下の歳出合計の所、２２，５８８，０７

９千円という形になっておりまして、その段の下の方をご覧いただきますと、収支差引７

９８，７８８千円という数字が見えると思います。こういった形になっております。 

こちらの方は、前回１月の折にご報告させていただきました決算見込と比較いたします

と、その７９８，７８８千円の右隣、３３，６１８千円の差額、つまり前回の運営協議会

での決算見込は７６５，１７０千円の見込を出させていただきましたが、今回の決算との

差引は３３，６１８千円になっているところでございます。 

その下の、平成２９年度の決算の概要というところでご説明しますと、いわゆる収支差

引が約８億円の今回黒字が出ているという形でございます。 

前回の運営協議会での決算見込との比較をいたしますと、決算見込から歳出におきまし

ては保険給付費が約１億３千万円増えているのと、歳入におきましては、国庫支出金が約

２億４千万円の増となっているところでございまして、それぞれ例えば歳出でいきますと、

４ページ目の上の方の項目ですと２番目の保険給付費、こちらの方の平成２９年度の差引

という所を見ていただきますと１３５，４３９千円という数字が見えると思います。 

こちらの方が、前回の決算見込と今回の決算との差額約１億３千万円という形で保険給

付費が見込よりも実際の決算の方が約１億３千万円多かったという事と、歳入におきまし

ては３ページ目に戻っていただきまして、項目の４番目、国庫支出金というところでござ

います。こちらの平成２９年度の差引の所で２４３，４５３千円という数字が見えると思

います。こちらの方が、決算見込よりも決算の方が約２億４千万円多くなっております。 

また、４ページ目の下段の方に戻っていただきまして※印のところでございますけれど

も、一般会計の厳しい財政状況がございまして、平成３０年度におきましては財源対策の

繰入金を休止とさせていただきました。今回も同様に臨時特別繰入が１億５千万円中止と

いう形になっているところでございます。  

その下の、収支差引７９８，７８８千円についてというところでございますけれども、

こちらの方は平成３０年度へ繰り越しまして、主に臨時的な財政需要の財源として活用す

るということで、二つ挙げております。 

一つ目が国庫支出金。こちらの方が超過交付されたということで、今回も決算見込の方

から約２億４千万円多かったという結果になりましたけれども、国庫支出金が超過交付さ

れたために平成３０年度にその超過交付されたものは返還する必要がございます。そして、

この返還予定額は約１７０，０００千円を予定しております。こちらの方に活用するとい

うことと、例年と同様に、二つ目は基金に積み立てる形で活用を予定しているところでご

ざいます。 

 こちらの積み立て予定額につきまして、今回制度改革がございまして、これまででした

ら例えば「流行り病」などそういった事で保険給付費が増えた時にこういった基金を活用



 

 

するという形をお示しさせていただきましたが、制度改革によりまして、保険給付費がす

べて京都府の交付金によって賄われることになりましたので、またこの基金の積み立て予

定額をどうしていくのかというのは、こちらの運営協議会でのご議論を行いまして今後検

討させていただくということでございます。以上が３ページ４ページの説明でございまし

て、続きまして５ページ以降はこの決算にかかります参考資料という形で記載をさせてい

ただいているものでございます。 

まず５ページ目につきましては、被保険者数がどのように推移しているのかということ

を示しているものでございます。こちらの方、棒グラフを見ていただきますと平成２９年

度につきましてもこれまでの傾向通り被保険者数が減少しており、平成２９年度決算につ

きましては、最終的に被保険者数は４２，１０１人で年度平均でございますけれども、こ

ちらの方が最終的な数ではなくて年間の平均を取っている数字でございます。前年度から

２，２７７人の減少となっているところでございます。 

 下段の月別推移につきましても、前年度と比較いたしまして毎月前年度から概ね１，０

００人位の減少となっている状況でございます。 

こちらの被保険者数につきましては、社会保険の加入等や、それから後期高齢者の医療

制度への移行等に伴いまして減少傾向でございますが、平成２９年度においても引き続き

減少傾向が続いているという状況でございます。 

続きまして、６ページの保険給付費の状況でございますけれども、こちらの方、まずグ

ラフの方の全体の推移という所でございます。こちらの方も平成２７年度まではずっと増

加しているところで、平成２８年度以降に若干減少しているという状況になっております。 

こちらの方は、概ね、被保険者数がこういった形で減少しているところから総額として

減ってきていると考えているところでございまして、現在平成２９年度の決算におきまし

ては、保険給付費は約１３８億なっておりまして、そのうちの療養給付費は約１１８億に

なっているところでございます。療養給付費の月別推移につきましても、下段の表に示さ

せていただいている通り概ね各月で減少となっているところでございます。 

次の７ページ目でございます。先ほどは、宇治市の保険給付費のご説明をさせていただ

きましたけれど、７ページ目の上段のところは国の概算医療費の状況、いわゆる国の状況

でございます。こちらの概算医療費につきましては、これは国が示している医療費でござ

いまして、厚生労働省が公表しているこの数字につきましてはあくまで速報値ということ

で、労災など全額自費等を含まない数字でございますので、国の方はこちらの方を概算医

療費という形で呼称しているものでございます。 

これは、医療機関などを受診して傷病の治療に要した費用全体の推計値でございます。 

国民医療費という数値がまた別にあるのですけれども、こちらの約９８％に相当してい

る数字で国が公表しているものでございます。 

こちらの方では、概算医療費につきましては平成２９年度、こちらの方トータルで行き

ますと４２．２兆円という形で前年度からは２．３％の伸びとなっているところでござい



 

 

まして、その内訳といたしましては、診療費においては歯科以外の項目が伸びている状況

によりまして、平成２９年度は診療費の計は３４．３兆円となっておりまして、前年度と

比べても０．５兆円の増加となっているものでございます。また、調剤につきましても、

７．７兆円となって前年度に比べて０．２兆円の増加となっているところでございます。 

一方、宇治市の国保における、被保険者一人あたりの医療費がどうなっているのかとい

うところでございますが、この７ページの下段のところ、被保険者一人あたりの診療費の

状況というところでございますけれども、平成２９年度は後ろの方、こちらは円単位でご

ざいますけれども、３０７，７５５円という形で一人あたりの診療費となっておりまして、

前年度から２．８％という形で伸びているところでございます。こちらの方は、宇治市の

国保の保険給付費の総額は被保険者数の減少によりまして減っているところでございます

が、実際は一人あたりの医療費はこういった形で伸びているという状況になっているとこ

ろでございます。 

７ページの下段にあります通り保険給付費は被保険者数の減少等の影響により減少傾向

にあるものの、一人あたりの診療費は上昇しているところでございますので、引き続きど

ういった形になっていくのか推移を見守る必要があると考えているところでございます。 

最後に８ページ、基金残高の状況でございます。 

今回、平成２９年度決算、平成２９年度の３月末の最終的な残高でございますけれども、

こちらの方は現在９５０，２８９千円という形で、現在平成２９年度末の基金残高は約９

５０，０００千円になっているところでございまして、今後平成３０年度につきましては

先ほどもご説明させていただきましたが、決算の黒字がどれだけ積み上がるかによりまし

て、グラフで見ますと、この点線部分がどれだけ伸びるかという形になるところでござい

ます。 

８ページの下段の所の、今後の基金のあり方というところでございますけれども、先ほ

ども若干触れさせていただきましたが、平成３０年度からの制度改革によりまして、京都

府に財政安定化基金というまた別の基金が創設されているというところでございますが、

また一方では、国では予期せぬ支出増や収入減に対応するため、引き続き市町村におきま

して基金を保有する事とされているところでございます。 

我々の基金の設置目的につきましては下段に書いてありますとおり、条例第一条で、宇

治市国民健康保険事業の健全財政の維持、それからもうひとつは、保健事業の振興に資す

るという二つの目的で設置しているものでございますので、こちらの最後の８ページの下

段のところでございます。京都府の基金と合わせまして、予期せぬ支出増や収入減に対応

するということから、今後も引き続き、基金を保有することといたします。 

基金の設置目的を踏まえまして、今後の積み立てのあり方とか財源対策、保健事業の振

興を目的とした具体的な活用策は、またこちらの運営協議会のご議論を踏まえまして検討

していく必要があると考えているところでございます。以上、資料のご説明をさせていた

だきました。ありがとうございました。 



 

 

 

会長）ありがとうございました。まず事務局の方から説明がありましたが、これについて何

かご質問ありますか特にはありませんか 

 

委員）失礼します。色々お話を聞かせていただいたのですけれど、来年度以降、宇治市の基

金が全く貯まらないようになるのですね。府の方の基金に積み立てていくようになる感じ

で、宇治市の我々の基金というものは結局積み立てできるのかできないのか、その辺りが

どうも分からないのと、基金から保健事業を出しているわけですけども、そうなると保健

事業を基金からどんどん出していくということは、貯まらないのに出ていくだけで、また

府からの納付金が決められますよね、それが２％伸びるから３％伸びるからと宇治市に言

ってくる。それを、どう対応していくのか、基金は減る一方で貯まらない。宇治市からの

一般会計からもお金も出ない。それを丸々我々が負担をしなければならないのか、非常に

心配な部分がたくさんあるので、その辺りが分かるだけで結構ですのでお願いします。 

 

三品副課長）失礼します。まず今後基金が貯まりにくくなるというのかというご指摘でござ

いますが、これはまさに、委員のおっしゃるところは我々も少し感じているところでござ

いまして、今後確かに制度改革がありまして、これまでの大幅な収支の乖離、今回は約８

億円の黒字という形でご報告させていただきましたが、そういった大幅な乖離が生じにく

いのではないかと考えているところでございます。 

けれども、実際にどれぐらいの収支になるのかというところにつきましては、また１月

の折りに決算見込をお示しさせていただく時に、出させていただきますので、目安を見て

いただけるかなと考えているところでございます。 

        京都府が決めてきたものということで、我々が京都府にお支払いする、いわゆる納付金

のことをおっしゃっておられるのかなと思うのですけれども、その納付金によりまして、

京都府の基金が貯まっていくということではないのです。 

納付金で京都府の基金を貯められるということではなくて、基金の方は国の方から出た

お金とかで造成されているものでございますので、そこは我々のお金でもって府の基金が

貯まっていくということではなくて、我々納付金を払ったことによって、それが最初に我々

の保険給付費に、京都府からの交付金が充てられると申し上げましたけれど、その財源に

使われるということがございますので、そういったことは我々の納付金がこの基金が吸い

上げられるとかいう仕組みではないのかなと考えているところでございます。 

       もうひとつは、保健事業に使っていくというところでございます。 

確かに国の方でも今後、各保険者で保健事業を頑張っていくようにという形でございます。

我々約１０億円の基金をこれまで保有してきているところでございますので、こちらがど

のように有効活用していくのかということは、またこちらの方で我々ご議論させていただ

きながら検討していく必要があると思っております。 



 

 

 

会長）他にご質問はありますか 

 

委員）私も去年から委員をやらせていただいているのですけども、少しやっぱりわかりにく

いですね。特に制度改革で京都府が全体の面倒を見るということになってきて、従来の市

町村から手が離れた。 

けれども、これだけの保険料を宇治市へ納めて、お金を使いましたと、それで残りがこ

れだけになってきましたと。それでそれは宇治が基金としてもう一回バックできるのか、

それともある程度府へ持って行かないといけないのか、そういうところの単純なことだと

思うのですよ。その辺をちょっと整理して今後、第２回以降ご説明いただけるとありがた

いと思います。 

 

柏木課長）基金のことで少しご説明をさせていただきたいと思います。 

京都府の方で基金を創設されたというところでございますけれども、一応イメージとし

ては、京都府がいわゆる預金という形で京都府が持っている、宇治市の基金は宇治市が預

金として持っている、こういうイメージでございまして、宇治市の毎年収支差引をして黒

字が出たら宇治市の黒字として宇治市が基金に積み立てる。 

京都府の基金といたしましては、臨時的な何かがあれば、府が宇治市に貸し付けをする

という形で、ここは府の基金と宇治市の基金というのは別物というイメージをしてもらっ

ても良いのではないかと思っております。 

 

会長）はい、お分かりですか。 

 

三品副課長）あとは今回制度改革で、今まで皆さんにご説明させていただいていた国保の枠

組みがいわゆる大きく変わりましたので、私もわかりやすい説明を心がけたいと思います

のでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

会長）今ので、お分かりですか 

 

委員）はい、むしろ私の頭の中ではこれは平成２９年度の決算です。平成３０年度の決算が

来年出た時点で、「あぁ、なるほどなぁ」と、こういうふうになるのかという事なのでしょ

うねと思っています。 

 

４．その他 

 

会長）他にはどなたかご意見ありませんか。はい、それでは平成２９年度の決算について特



 

 

別皆さんございませんか。はい、それでは意見が出尽くしたようですので、平成２９年度

の決算については一応これで終わらせていただきたいと思います。それ以外の事務局にお

けるデータヘルスの取り組みについてというのがあるのですが、それについて何かご説明

ありますか。 

 

三品副課長）失礼いたします。今回参考資料という形で、「宇治市におけるデータヘルスの取

り組みについて」という資料を皆さんに配布させていただいております。こちらはすでに

平成３０年３月に我々の方で作らせていただいた資料です。けれども、先ほども他の委員

の方からありました通り、国の方では保健事業を各保険者で頑張っていくようにという形

で方針を示されております。そういった中で、国の方からも言われておりますのは、各保

険者において「それぞれの被保険者がどういった状況か」等そういったものを、具体的な

数字、データなどを分析した上で保健事業を実施するようにという方針を示されておられ

ますので、我々の方で色々と現在の宇治市の国保における被保険者の状況であるとかそう

いったものを色々と分析させていただいて、「現在の我々が取り組んでいる保健事業がどう

いった状況であるか」ということを、取りまとめをさせていただいた資料でございます。

それでいきますと、こういった分厚い資料でございますのでかいつまんだ説明にはなるの

ですが、先にどういったまとめになったのかというところをご説明させていただきますと、

この資料の２５ページをご覧いただきます。 

２５ページのちょうど真ん中の、２のまとめというところでございますけれども、現在

宇治市の国保におきまして、このまとめの（１）のところですね。健康寿命の延伸に影響

を及ぼし、医療費の増大に関与している主な疾患は、「腎不全や虚血性心疾患、がん（悪性

新生物）」が挙げられます。この２５ページまでの間にグラフや表があると思うのですが、

我々が色々と分析させていただいた中では、この宇治市の国保におきましては、こういっ

た健康寿命の延伸に影響して医療費の増大に繋がっていく疾患につきましては、この３つ

が挙げられるのではないかと考えられているところでございます。 

さらにページをご覧いただきまして、２６ページの真ん中のところ「以上のことから」

というところでございます。腎不全から虚血性心疾患、がんを積極的に予防するために、

糖尿病、高血圧、脂質異常症、メタボの改善、メタボにつきましての改善と減少を目標に

保健事業を展開することで、被保険者の QOLの向上と健康事業の延伸に繋がって、ひいて

は医療費抑制に繋がるのではないかという形で分析をしております。 

そのまま左の方の２７ページを見ていただきまして、今現在、特定健診であるとか特定

保健指導、がん検診、そういった生活習慣病予防の保健事業をこれからもずっと展開して

まいりましたが、そういった事業に現在も取り組んでいる形でこういったまとめた資料を

作らせていただいたというところでございます。 

         また、来年度以降の予算につきまして、我々の方で色々な保健事業を検討させていただ

いて、こちらの協議会の方でこの資料を参考にご覧いただきながらご議論させていただけ



 

 

ればと思いますので、ご一読いただければと思い、今回の参考資料として配布させていた

だきました。少し簡単なご説明になりますが以上でございます。 

 

会長）これらについて何かご質問ありますか。特にはないようですね。それでは今回の議事

を通しての全体的な中での疑問というか質問も含めて、何かお話ございますか。  

 

委員）今後ということになるのですけれど、平成２９年度のその収支決算のプラスがちょっ

と大きいかなと感じていますので、収支差引が０とは言わないでも２～３億ぐらいの上限

で落ち着いたらありがたいです。 

また、これが大幅に増えて、保険料を下げるのをまた言われるのが嫌だなというのがち

ょっと気になりました。結果だからね。これは仕方がないし、見通すわけにもいかないの

で、制度も変わる事なので、それはそれとして、今のそのデータヘルスの保健事業として

色々考えられていると思うのですけれど、その昔ですね、宇治市が市民健診とか言って、

市が市民のために健診を各地域でやっていたように思う。そしてメタボ健診等になってか

らは宇治市は一斉にやらなくなりましたが、こういう時に市はお金を出しても良いのでは

ないか。市民健診の代わりに新しい健診制度みたいなものを保健事業としてではなくてね、

市の健康長寿という意味からの事業で、何かできないかな。市の力で、国保の力ではなく

て市のお金でできないかなというのがちょっと今考えていたのです。 

 

大下副部長）今ご指摘の部分ですけども、確かに委員のおっしゃる通りですね。以前は市民

健診、基本健康診査という形で各市町村におきまして、４０歳以上の方を対象に健康診査

をさせていたところなのです。けれども、振り返りますと平成２０年度に医療制度改革に

よりまして後期高齢者医療制度ができた際に、これらの市民健診の代わりに、特定健診と

いうのが国の方で編み出され始まりまして、こちらについては今まで市町村が実施してお

りました基本診査等に代わりましてですね、生活習慣病への対策と言いますか、そこに着

目した形の診査を各医療保険者の方で実施するという形で制度が変わりまして、それに伴

いまして宇治市のみならず全市町村各医療保険制度の方でそちらの方を担っていただくよ

うになったところでございます。 

        そういった形で現在、特定健康診査につきましては、市町村の国民健康保険ですとか、

皆さん社会保険の方ですとか、各種医療保険制度の方で取り組まれる一方で、市におきま

しては、「がん検診」ですね。「歯科検診」ですとかそれ以外の、検診の方は引き続きやっ

ておりますので、委員のご指摘の通り、これらの検診、「保険者がやる健診」、と「各がん

検診等」も合わせ含めまして市としても、積極的に受診率の向上をはじめ色々皆様の市民

のためになるような形で保健事業を大きな視点から実施しないといけないと思っておりま

すので、また今後、そういった有無につきましてもご意見等いただければありがたいと、

思っておりますのでよろしくお願いいたします。 



 

 

 

会長）何かありますか。 

 

委員）ちょっと、もう一回戻るかもしれませんが、すみません。 

収支差引の平成３０年度に繰り越しされる実際の金額というのは７億９千８百万から予

定額１億７千万を引いた６億３千万が３０年度に基金で入るということなのですか。 

 

三品副課長）約８億を一旦はそのまま平成３０年度に持って行きまして、平成３０年度の中

で１億７千万を払う部分と、それから残りの６億になりますとかいくらになりますとか積

み立てる部分という使い道をどういうふうにするかというような仕組みでございます。な

ので、一旦８億円は平成３０年度に持っていって平成３０年度の中でどうしていくのかと

いうことでございます。 

 

委員）この中で、１億７千万が返還される。 

 

三品副課長）はい、そういうことになります。 

 

会長）今の話で分かりますか。 

 

委員）大体、はい。 

 

会長）それでは逆に何かご意見お話ありませんかはい、何かあれば。 

 

三品副課長）はい。少し別のお話なのですが、お手元にお配りしているもう一枚の「開催時

予定」のところでございます。 

こちらの方で一旦予定という形にさせていただいているのですが、また別途正式なご通

知を差し上げますので、この日にちで、必ず実施するというわけではございませんので、

その点少し申し訳ありませんがご理解いただければと思います。 

 

会長）書類以外で何かご質問ご意見等ありませんか 

では、もうあんまりないみたいですね。とりあえず、今日のところはこれぐらいで終わ

りかなという感じで見ているのですけどね。他にご質問、ご意見等はありませんか。 

 それでは、特にはないようですので、今日のところはもうこの辺で終わらせていただき

たいと思います。 

ただ、先程事務局から説明のあった予定を一応組んでおきたいと思っておりますので、

皆様方、このつもりで予定をちょっと組んでいただけたらありがたいなと思いますので、



 

 

それだけを最後によろしくお願いしたいと思います。 

        それ以外には何かご質問ご意見とかありませんか。 

  

５．閉会 

 

会長）それではもう特にこれ以上はないようですので、今日のところはこれで会議を終わら

せていただきたいと思いますがよろしいですか。 

 

委員）はい。 

 

大下副部長）はい、ありがとうございました。 

 

 

     会長）それでは、以上を持ちまして平成３０年度第１回宇治市国民健康保険運営協議会につき

ましては閉会とさせていただきます。皆様どうもありがとうございました。 
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